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○山中湖村定住化促進新築等補助金交付要綱

平成26年12月10日

訓令第26号

（目的）

第1条　この事綱は、人口の増加を促進し地域の活性化を図るため、本村内に住宅を新築し、または購入し
たものに対し、山中湖村補助金等交付規則（平成11年規則第11号号）に定めるもののほか、予算の範囲以

内で交付する山中湖村定住化促進新築等補助金（以下「補助金」という。）によりその経費の一部を補助
することにより、定住を促進することを目的とする。
（定義）

第2粂　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（1）定住とは、永住の意思をもって、村内に住民登魚をし、生活の根拠が村内にあること。
（2）新築住宅とは、自己の居住のために所有するため、新たに建築した建物をいう。
（3）購入とは、自己の居住のために建築後一度も入居していない住宅を購入した場合をいう。
（4）転入者とは、平成㍊年4月1日以後定住を目的とし、村外から転入し、同居する配偶者を有する者。
ただし、転出してから5年未満の転入者は除く。

（補助交付要件）
第3条　村長は、定住のため本村内に新規に転入し、住宅を新築又は購入した者（年齢40歳以下の者に限

る。）で、次の各号のいずれにも該当するものに対し、補助金を交付する。
（1）永住の意思をもって村内に住民登録し、5年以上居住する者
（2）申請者本人または世帯員が、村税、使用料、手数料その他本村に対する債務の履行を怠っていない

者

（3）この要綱による補助金の交付を受けていない者
2　補助金の額は、剋表のとおりとする。

（補助金の申請）
第4条　補助金の申請を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。
2　威墓の規定による申請は、新築又は購入した住宅に入居してから鋤日以内に行うものとし山中湖村定住

化促進新築等補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならな
い。

（1）建築基準法による建築確認通知書又は確認証の写し
（2）建築工事請負契約書の写し又は家屋購入契約書の写し

（3）住民票謄本

（4）誓約書（様式第2号）

（5）返信用封筒（切手貼付のこと）
（6）その他村長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第5粂　村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を通
知するものとする。審査を行う際必要があると認められるときは、現地調査を行うことができるものと
する。

2　盛土墓の通知は、山中湖村定住化促進新築等補助金交付決定通知書（様式第3号）により行うものとし、不

決定のときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
（補助金の交付の方法）

第6条　村長は、交付対象者からの請求に基づき、口座振込により交付するものとする。
（補助金の取消）

第7条　村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取消しすることができ
る。

（1）第3条第1項の要件に、変更や虚偽の内容が認められたとき。
（2）新築又は購入した家屋を5年以内に譲渡したとき。
（補助金の返還）

第8粂　村長は、補助金の交付決定を取消す場合において、既に補助金が支払われているときは、補助金返
還請求書（様式笛4号）に返還の理由を記載し、当該補助金の返還を請求するものとする。

2　並遠の規定より返還の請求を受けたものは、当該請求の日から起算して細目以内に補助金を返還しなけ

ればならない。
3　義宜の期間内に返還しないときは、当該請求金額に山中湖村諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞

納処分執行条例（昭和52年条例笛5号）笛3条第2項に規定する割合により計算した金額を加算して返還しな

ければならない。
（委任）
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第9条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附　則

（施行期日）
1この委細は、公布の日から施行する。

（経過措置）
2　この要綱の規定は、平成22年4月1日以後に新築し、又は購入した住宅に係る補助金について適用する。

この場合において、同日から施行の日までの間に住宅に入居した者に係る第4条第2項の規定について

は、且墓中「新築又は購入した住宅に入居してから90日以内」とあるのは「村長が定める目まで」とす
る。

別表

種別 �補助金額 

住宅を新築した場合 �100万円 

住宅を購入した場合 �100万円 

h叫仙帆∨日．yam甜血伯koJgjl西畑Ⅷ鵬帖軋匝血鵬蘭汎卸皿肪軌伽11 オ6



事実証明書　2

亨好11年l月10日

山　中湖村長　様

平成弱年l月　号　目付け山湖生産発第ト一日　号で交付の決定を受けた山中湖

村定住化促進新築等補助金について、下記のとおり希求します。

紀

1　請求金額　　　　　金　　1．000．000　　円

2　補助金振込先



山中湖村

支出命令伝票（一般）

事実証明書3

平成　28年度

経済企画部門・生活産業課

平成　29年　1月16日

所　　属 ��200002000　経済企画部門・生活産業課 

会　　計 ��01一般会計　　　　　　　　　　1予算区分lo　現年度 

科 目 �軟 �07　商工費 
項 �01商工費 

日 �05　商工振興費 

事業 �5001　商工振興事業・定住化促進新築等補助金 

カ �19　負担金、補助及び交付金 

細野 �02　各種補助金 

細々衝 � 

金　　　　額 �￥1，000，000円 �控 除 �清泉所得税 �0円 
社会保険料 �0円 

支払回数 �1回 ��住民税 �0円 

負担行為綴 �1，000，000円 ��雇用保換料 �0円 

支出命令済額 �1，000，000円 ��その他控除 �0円 

支出命令残額 �0円 ��非課税額 �0円 

滞泉支払内容 � ��控除後の支払報 �1，000，000円 

件 名 �山中湖村定住化促進新築等補助金 

摘 要 �申請者‥－■ 
年かひ●サ 

鶉求雷書号 � 

相 手 �支払方法 �FD　　　　　　　　　　　l支払希望射’平成29年1月　31日 
住　　所 � 

氏　　名 �1■』bl客山ひ▲キ 
方 等 �銀行／口座 � �lt■ト1』－・・ 

口座名我人 �l相手方軍号l　　　　－ 

執　　行　　沸

契約番号　　　伝票番号

■●事由■●●■●■■　　28－8370

貌番号

呼出番号

28－2869　　　　28－9　　　　　　00036450

（主管課→出納室保存）

280107－01－0550－0119－02－00



全会　帽証明書　　　　　　　（建物）

表　題　部　はである建物や表示） �・調製■ �田 �不動産寺号 �0917010020051 

所在国 �番号 

所　　考 �南都留鱒顔中鱒村山中字雅畠　865番地873・ 

豪産蛮寺∴ �・．＄6r5番8㌔‾！ �7‡ �3 � ����套 � 

野上準∴拳： �あー■＝■挙 �� �垂・ ���③　床　面　藷・－　‾　ボ � �韓国及びその旨や強記甲日付〕 

眉宅：＿ノ �整蜃鉄骨琴か �� �挙孝2階 ���・1階　　1・01‡2q �・脊振 �皇専年12月2‾－3日．新案‘ r建・ � �����2階　　　　5－4；39＿－ �一守i �威せ少年1月6、日）．二 

廟す．者 �南都留郡山中軸 ���遠山 � �65番地の873　‥持分2分の1平、山一・＿欠－こ二 
南都留都山中勘考山 ����中8 �．65番地の873・持分2分の1平立山■　D、・∴ 

一牒　利　部（■・申∴庭十（新一有権に開■する事・一一鱒 

・一頗埋番号 ��登　記　の　目　的 �受付年月日・＿筆付番号 �権．判．衰　そ　の　他　の、事∵項∴‾ 

十 � �所有権保存 �平成29年1月10日 �共有者 
第117号 �南都留郡山中湖村．山中8．6・5泰醜め8■・．・7、・う・‾r 持分2分のl 平山久■ 南都留郡山中湖村山中島8．5番地の恩・7：き：・ 2分のl 平甘p・■．■－ 

ヒ虜■す．る・r・事■∵項）‾： 

二幸 �位鞍手■二‾ �・＿－．・■■車 �二三‾‾皐三三■車隼軒■r■＿－＿鱒 �受付年月日・受付番号 �‾‾権J和∴寺・■吏＿佃・∵暗．・■．■掛…■‥串．；嶺 

二＿抵当権設 �忌予‾‾ �平成才9年1月・10日 �原因r‾『　　　　　　　　　　　　　　葺・ 

第11革号 �28勾 芸慧額句　奉■ 鱒の邦 損専金　阜 ） 債務者　8．． 73 ・平■山 抵当権葛l‾ ■‾■号 ′一三‾都＿・留 準申担床 

■しな． ��鱒当権設定■、 ��平成29年1月10日 第119号 �東 由 利j l 掛 違一 挺長川mrr賢一脚Pm一一一一1→一品一一t 

＊　下線のあるものは凍消事項であることを示す・　　　　　　　　　整理番号－D27337－－（l／3）　　l／2



山梨県南都留郡山中潮村山中865－873　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明垂　　　　　　（建物）

膀位番号 �登　記　の　日＿－．約 �垂付年月日．⊥受付番号 �‾権　利．者　そ　の　他　の　事　項 

号 都／留一・＿†簿．‾用‾臥合 共同担藤沌録坤恕1666号 

これ妊登記記録に記録されている事項の全部を証明した者面である．

平成29年3月27日

甲府地方法務局吉田出蛮所　　　　　　　　　登記官 天　野　大　門

書　下錠のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　　　　一　整理番号　D2733－7　　ト1／3）　　　2／2



L卓実証明書＿至

山中湖職員

掲載日：2014年09月25日／社会．／紙面頁025
紙面旬事・写東イラスト等の無断渇鼓・転用はお祈りします。CopyrighI山梨日日訪問杜

村
墓
地
自
分
名
義
に

無
断
で
書
き
換
え
問
係
6
人
を
処
分

村
は
「
2
人
が
基
地
を
不
正
に
敬
い
。
パ
ソ
コ
ン
は
特
定
の
職
員
し

得
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
確
認
で
か
閲
覧
で
き
な
い
な
ど
の
捨
置
を

き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
　
蕗
じ
て
お
り
、
デ
ー
タ
の
管
理
を

大
森
修
副
村
長
は
「
信
頼
を
■
徹
底
し
て
い
き
た
い
」
と
し
て
い

失
墜
さ
せ
る
行
為
で
謝
罪
し
た
富
。

山
中
湖
村
の
別
代
の
男
性
課
長
と
亜
代
の
男
性
係
長
が
、
無
断
で
村
営
基
地
2
区
画
の
デ
ー
タ
を
書
き
換
え
、
そ
れ
ぞ
れ
で
自
分
の
名

義
に
し
て
い
た
と
し
て
、
昨
年
は
月
に
減
給
1
0
分
の
工
、
⊥
カ
月
の
懲
戒
処
分
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
2
4
日
、
村
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

2
人
は
使
早
川
万
円
の
支
払
い
を
含
め
、
利
用
開
始
に
必
要
な
手
続
き
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
発
覚
ま
で
約
半
年
に

わ
た
り
基
地
を
利
用
で
き
る
状
態
だ
っ
た
。
村
は
2
人
が
名
義
変
更
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
職
員
ュ
人
を
戒
告
処
分
と
し
た
ほ
か
、
基

地
管
理
の
担
当
課
に
所
属
し
て
い
た
職
員
3
人
を
文
事
や
口
頭
注
意
の
処
分
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
笠
井
賓
弥
）

村
に
よ
る
と
、
不
正
な
名
義
変

更
が
発
覚
し
た
の
は
同
村
平
野
の

村
営
基
地
。
減
給
処
分
を
受
け
た

課
長
と
係
長
の
2
人
は
昨
年
2
月

ご
ろ
、
村
役
場
の
パ
ソ
コ
ン
で
、

利
用
者
が
い
な
い
2
区
画
に
そ
れ

ぞ
れ
自
分
の
名
前
を
書
き
込
ん

だ
。
墓
地
の
利
用
開
始
に
は
、
村

に
申
請
書
を
提
出
し
許
可
を
得
て

使
用
料
1
0
万
円
を
酌
め
る
必
要
が

あ
る
が
、
2
人
は
必
要
な
手
続
き

を
し
て
い
な
か
っ
た
。

2
区
画
に
墓
石
な
ど
は
建
て
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
2
人
は
昨

年
春
、
年
間
3
千
円
の
管
理
料
を

支
払
っ
た
と
い
う
。

名
義
変
更
当
時
、
係
長
は
基
地

管
理
の
担
当
課
、
課
長
は
別
の
課

に
所
属
。
同
8
月
、
担
当
課
の
別

の
職
員
が
利
用
者
が
い
な
い
は
ず

の
2
区
画
で
管
理
料
の
支
払
い
が

あ
る
の
を
不
審
に
思
い
、
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
名
義
が
2
人
の
名
前

に
な
っ
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。

村
の
調
べ
に
対
し
、
課
長
と
係

長
は
「
軽
い
気
持
ち
で
名
前
を
入

力
し
、
そ
の
ま
ま
デ
ー
タ
を
消
し

忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
墓
地
を
所
有

し
て
い
た
認
識
は
な
い
」
と
説
明
。

管
理
料
を
支
払
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
「
（
納
付
を
依
頼
す
る
通
知

が
屈
い
た
の
が
）
お
か
し
い
と
は

思
っ
た
が
、
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
」

な
ど
と
話
し
て
い
る
と
い
う
。

一
方
、
村
役
場
に
は
墓
地
利
用

者
の
住
所
な
ど
の
デ
ー
タ
を
ま
と

め
た
台
帳
が
あ
り
、
2
人
の
も
の

も
作
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
台

謂
賞
翫
酢
㈹
詣
諾
開
門
玩
錯
糾
問
一
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掲載日：2014年12月11日／社会／紙面頁031
紙面・訳書・軍書イラスト等の無断堀駐・転用はお断りします轟CoDVrはht山梨BB新聞計

山
中
湖
村
長
ら
減
給

不
祥
事
相
次
ぎ
職
員
も
処
分

山
中
湖
村
の
高
村
文
数
村
長
は

1
0
日
、
相
次
義
貞
の
不
祥
事

で
村
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
た
と
し

て
、
自
身
の
給
与
を
2
カ
月
間
、

ュ
割
カ
ッ
ト
す
る
条
例
集
を
1
2
月

定
例
村
議
会
に
提
出
し
、
賛
成
多

数
で
可
決
さ
れ
た
。
村
職
員
に
よ

る
村
営
基
地
の
区
画
デ
ー
タ
春
き

換
え
や
、
村
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

無
断
使
用
問
題
を
受
け
た
対
応
。

村
は
同
日
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
無

断
使
用
に
関
係
し
た
職
員
4
人
を

減
給
な
ど
の
禁
処
分
に
し
た
こ

と
牽
か
に
し
た
。

高
村
村
長
は
、
本
会
曹
晶
の

所
信
表
明
で
二
つ
の
聞
題
に
触

れ
、
「
村
民
の
膚
頼
を
大
き
く
失

墜
さ
せ
た
。
行
政
の
ト
ッ
プ
と
し

て
責
任
嘉
し
て
お
り
、
自
ら

を
律
し
、
襟
を
正
す
た
め
給
与
の

萱
を
と
る
」
と
自
身
の
給

与
壷
す
る
考
え
を
明
ら
か
に

し
た
。
大
森
修
副
村
長
は
給
与
を

ュ
ヵ
月
間
、
⊥
制
カ
ッ
ト
の
処
分

と
し
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
た
。

村
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
姫
ま
り

も
ち
ゃ
ん
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
村

が
原
作
者
に
無
断
で
デ
ザ
イ
ン
を

使
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
村
が
原
作
者
に
菜
金
を

支
払
つ
こ
と
で
1
0
月
に
和
解
が
成

立
し
て
い
る
。

村
は
原
作
者
か
ら
承
諾
を
得
る

な
ど
の
樺
評
を
怠
っ
た
と
し
て
、

餌
代
の
男
性
課
長
を
減
給
ュ
割
、

2
カ
月
の
処
分
と
し
た
。
ま
た
別

の
別
代
の
男
性
課
長
と
亜
代
の
男

性
係
長
を
戒
告
、
加
代
の
男
性
職

員
を
口
頭
注
意
処
分
と
し
た
。

市
村
村
長
は
取
材
に
対
し
「
村

民
に
心
配
や
迷
惑
を
掛
け
た
こ
と

を
、
心
よ
り
お
わ
び
し
た
い
」
と

あ
ら
た
め
て
陳
謝
し
た
。（

笠
井
壷
弥
）



第16号様式（弟3条の5関係）

建集基準法第6条の2第5項の規定による
確認審査報告書

山梨県知事　様

事実証明書6

公益社団法人　山梨県建設技循センタ

理事長　河西　秀樹

下記による計画について、建築基準法第6条の2第1項（同法集87粂第1項、第87条の2又は第88粂

第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。）の規定による確評のための審査を行ったので、同法第
6条の2第5項（同法第87粂第1項、第87条の2又は第88条第1項著しく注第2項において準用する場合

を含む。）の規定により当該審査の結果を報告します。

記

1．建築主、設置者又は築造主氏名

平山　久

平山　D　　平山　ひaみ
2．確認審査の鞍果　　　　　　適　合

3．確認済証番号　　　　　　　第160657号

4．確経済証交付年月日　　　　　平成　　年

5．確認を行った確認検査員氏名　小川　裕之

6．構造計算適合性判定の結果

7．適合判定通知書の番号

8．適合判定通知香の交付年月日

9．適合判定通知書の交付者

月　日28．9．5

10．建築場所、設置場所又は築造場所

南都留郡山中潮村山中字北畠865－873
11．建築物、建築設備若しくは、工作物叉はその部分の概要

（1）　建築物の名称
（2）　主要用途

（3）　工事種別

（4）　敷地面積

（5〉　延べ面積

（6）　申請梯数

（7）　主たる申請建築物の構造

（8）　主たる中東建築物の階数

一戸建ての住宅

増築
490．21Ⅱf

申請部分
申請以外の部分

合計

鉄骨造

地階を除く階数（地上階数）
地階の階数

連絡先

155．59d

39．57Ⅱi

195．16Ei

l横

芝階

0階

公益社団法人山梨県建設技楯センター
担当者　班長　小川　裕之

TEL O56－232－0527

3号　富士・東部建設事務所


